
板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱 

（平成３１年３月２６日区長決定） 

（令和３年３月４日一部改正） 

（令和４年３月１１日一部改正） 

（令和５年３月１７日一部改正） 

（令和５年３月３１日一部改正） 

（令和５年８月１０日一部改正） 

（令和６年１月４日一部改正） 

（令和７年３月３１日一部改正） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１

項第３号の規定により児童養護施設等への入所措置又は里親等への委託措置

を受けていた者に対し、これらの措置の解除後の生活を継続的に支援し、社

会的自立を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1)  社会的養護経験者（ケアリーバー） 養育に大きな困難を抱える家庭の

支援として、公的責任で社会的に養育及び保護された経験のある者をい

う。 

(2)  児童養護施設等 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施

設、児童自立生活援助事業及び障がい児入所施設をいう。 

(3) 里親等 里親及びファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）を

いう。 

(4)  家賃等 家賃、管理費、共益費その他の住居の用に供する住宅に係る使

用の対価をいう。ただし、光熱水等の使用の対価が当該住宅に係る使用の

対価と一体をなしており、これらを区分し難い場合にあっては、当該光熱

水等の使用の対価を含む。 

(支援内容) 

第３条 この事業における支援内容は、次のとおりとする。 

(1)  支度金助成 

支度金助成の支給は、措置解除の日から６年を経過する日までの期間

において、１人につき１回限り行うものとし、支給額の上限は２０万円

とする。 

この場合において、支度金助成の支給の対象となる経費は、一人暮ら

し等の自立、就労、就学等の準備をするに当たり必要な経費（助成支援

決定日の属する年度中に生じた経費に限る。）であって、次に掲げるも

のとする。 

ア 居住する住居の契約時に要する敷金、礼金等 

イ 生活に要する家具、家電等の購入 

ウ 生活に要する日用品、食料品等の購入 



エ 就労・就学時に要するスーツ等のフォーマルウエアの購入 

オ その他区長が必要と認めるもの 

(2)  家賃等助成 

ア 助成期間 

家賃等助成の期間は、措置解除日から６年を経過する日（ただし、

児童自立生活援助事業において対象者の居宅での支援を受けていた場

合はこの期間を差し引きするものとする。）まで（最大７２か月分）と

する。ただし、当該期間に次条第５号アからオのいずれかに該当する

支援を受けた者については、当該支援を受けた期間を差し引いた期間

を対象とする。また、助成支援決定日の属する年度中の家賃等を助成

対象とする。 

イ 助成額 

１月当たりの家賃等助成の額は、家賃等の月額の２分の１に相当す

る額とする。ただし、当該額が３万円を上回る場合の助成金の額は３

万円とする。 

(3)  医療費助成 

ア 助成期間 

医療費助成の期間は、措置解除の日から６年を経過する日までとす

る。ただし、助成支援決定日の属する年度中の医療費等を助成対象と

する。 

イ 助成額 

医療費助成の額は、該当年度につき２万４千円を上限とする。ただ

し、年度途中に措置解除された場合は、月割計算によって算出した額

を上限とする。 

(4)  社会的養護経験者（ケアリーバー）応援プロジェクト相談支援（以下

「相談支援」という。） 

児童養護施設等を退所した者や里親等の委託を解除された者等（１８

歳以上の者を含む。）に対し、生活や就労に関する情報提供、個別の相

談等を行うものとする。 

（対象者等） 

第４条 この事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1)  令和５年３月１日以後に、板橋区内の児童養護施設等を退所した者、

板橋区内の里親等の委託を解除された者、板橋区が措置をした児童であ

って板橋区外の児童養護施設等を退所した者、又は板橋区が措置をした

児童であって板橋区外の里親等の委託を解除された者であること。 

(2)  前条第１号から第３号までの助成金の交付を受ける間、引き続き、児

童養護施設等、里親等又は前条第４号に規定する相談支援を行う事業所

から生活上の相談その他の支援を受けることができること。 

(3)  就労し、若しくは就学していること又は就労若しくは就学に向けた意

欲があり、自立に向けた目標を持っていること。 

(4)  原則として措置解除時に１８歳以上であること。ただし、前条第４号



に規定する相談支援に関しては、この限りではない。 

(5)  次に掲げる支援を現に受けていないこと（家賃等助成についてはアか

らオまでの支援を受けていないこと、支度金及び医療費助成については

エ及びオの支援を受けていないこと。）。 

ア  「東京都自立支援強化事業実施要綱」（平成２４年３月３０日付２

３福保子育第２２９６号）に基づいて実施する居住に関する支援 

イ  「東京都養育家庭等自立援助事業実施要綱」（平成２５年１月２４

日付２４福保子育第１７６１号）に基づいて実施する居住に関する支

援 

ウ  「板橋区養育家庭等自立援助事業実施要綱」（令和４年６月３０日

区長決定）に基づいて実施する居住に関する支援 

エ  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による一時扶助の適用及

び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号）による生活保護法による一時扶

助に相当する支援 

オ  地方公共団体が実施するアからエまでの支援と趣旨を同じくする支

援 

（登録又は継続及び申請） 

第５条 この事業の助成を受けようとする者は、区長に対し、別記第１号様式 

の登録申請書に加えて、口座振替依頼書を提出しなければならない。 

２ 前年度に助成金の交付を受け、引き続き、助成金の交付を受けようとする

者は、別記第２号様式の継続申請書を提出しなければならない。 

３ 就労又は就学している者については、登録又は継続申請をする年度毎に、

在職証明書や在籍証明書等を提出しなければならない。 

（登録又は継続の決定） 

第６条 区長は、前条の登録又は継続申請に対し、登録又は継続の可否を決定

する。 

２ 区長は、前項の決定をしたときは、前条の申請をした者に対し、別記第３

号様式の登録（継続）決定・却下通知書により、登録又は継続の可否を通知

する。 

（交付） 

第７条 支度金は、次のいずれかの方法で交付する。 

 (1) 概算払 

 (2) すでに支出した経費について、次条第１項の規定により請求を受けた

日の属する月の翌月の末日までに交付する方法 

２ 家賃等助成金は、原則として、前金払の方法により交付するものとし、申

請時期等の事情により、これにより難いときは、すでに支出した経費につい

て、次条第２項の規定により請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに

交付する。 

３ 医療費助成金は、次条第３項の規定により請求を受けた日の属する月の翌

月の末日までに交付する。 

（請求） 



第８条 支度金の交付を受けようとする者は、原則として、登録決定日から３

月以内、又は一人暮らしを始める日の属する月の前月の初日から２月後の末

日までに別記第４号様式の支度金請求書の提出ほか、概算払によらない方法

により請求をする場合は、該当年度内に支払いをした経費の支払いを証する

ものを添付しなければならない。 

２ 家賃等助成金の交付を受けようとする者は、別記第５号様式の家賃等助成

金請求書の提出ほか、賃貸借契約書その他の家賃等の支払い義務を証するも

のを添付しなければならない。 

３ 医療費助成金の交付を受けようとする者は、該当年度内に別記第６号様式

の医療費助成金請求書の提出ほか、該当年度内に病院等に支払いをした、診

察及び診療に係る診療費、薬局調剤費等の医療費、視力矯正に係る診察費・

物品購入費の支払いを証するものを添付しなければならない。 

（審査及び決定） 

第９条 区長は、前条の請求に対し、予算の範囲内で交付の可否を決定する。 

２ 区長は、前項の決定をしたときは、前条の請求をした者に対し、別記第７

号様式の助成支援決定・却下通知書により、交付の可否を通知する。 

（変更等） 

第１０条 助成の決定を受けた者（助成の決定を受けた者がやむを得ない理由

で届出をすることができない場合は、代理人等）は、第５条に基づき申請し

た内容又はこの条に基づき届け出た内容に変更が生じたときには、区長に対

し、別記第８号様式の異動届により、その事由を速やかに届け出なければな

らない。 

２ 就労又は就学先に変更があった者については、改めて在職証明書や在籍証

明書等を提出しなければならない。 

３ 区長は、第１項の届出を受けた場合又は同項に掲げる事由を知った場合

は、助成の決定の全部又は一部を、変更又は取り消すことができる。 

４ 前項の取消しは、次の各号に掲げる場合に行う。この場合において、当該

各号に掲げる場合が助成の決定を受けた者の責めに帰すべき事由により生じ

たと認められるときは、区長は助成の決定を、同項各号に掲げる事由が生じ

た時より前に遡って取り消すことができる。 

(1)  第４条の要件を欠くこととなる場合 

(2)  第１条の目的を達せられなくなる場合 

５ 区長は、第３項の変更又は取消しの決定をしたときは、助成の決定を受け

た者に対し、別記第９号様式の登録取消決定通知書又は別記第１０号様式の

助成変更・取消決定通知書により通知する。 

６ 前項の変更の決定を受けた助成の決定を受けた者で、当該決定において請

求書の提出に係る助成条件が付された者にあっては、区長が定める期間まで

に、別記第５号様式の家賃等助成金請求書を提出しなければならない。 

７ 第１項に掲げる事由により、交付した助成金の額に過払いが生じたとき、

助成の決定を受けた者は、支度金については別記第１１号様式の支度金清算

書、家賃等助成金については別記第１２号様式の家賃等助成金清算書、医療

費助成金については別記第１３号様式の医療費助成金清算書を提出し、清算



を行わなければならない。 

（清算及び実績報告） 

第１１条 助成の決定を受けた者は、助成の決定に係る支度金や家賃等助成金

の支払いが全て終了したときには、区長に対し、支度金については、概算払

の場合においては別記第１１号様式の支度金清算書及び別記第１４号様式の

支度金実績報告書の提出に加え、支払いを証する書類を添付しなければなら

ない。家賃等助成金については、別記第１５号様式の家賃等助成実績報告書

の提出に加え、支払いを証する書類を添付しなければならない。 

２ 前項の報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の

規定による調査その他の方法により、助成の決定を受けた者が助成の決定及

びこれに付した条件に従っていないと認められるときは、区長は、当該の助

成の決定を受けた者に対し、当該助成の決定及びこれに付した条件に従うよ

う、命じなければならない。 

３ 区長は、第４条第２号の児童養護施設等に対し、前２項の報告及び命令そ

の他第１条の目的を達成するために必要な事項について、協力を求めること

ができる。 

（額の確定） 

第１２条 区長は、前条の報告書の提出があった場合には、当該報告書の審査

その他必要な調査を行い、助成の決定及びこれに付した条件に適合すると認

めるときには、支度金については別記第１６号様式の支度金助成額確定通知

書、家賃等助成金については別記第１７号様式の家賃等助成額確定通知書に

より、前条の助成の決定を受けた者に対して、助成金の額の確定を通知しな

ければならない。 

（取消決定の場合の準用） 

第１３条 前２条の規定は、助成の決定を受けた者が第１０条第３項の取消し

の決定を受けた場合に準用する。 

（不正等による決定の取消し） 

第１４条 区長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場

合には、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)  偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。 

(2)  助成金を他の用途に使用したとき。 

(3)  第１１条の報告の求め又は命令に従わなかったとき。 

(4)  前号のほか、助成の決定を受けた者が助成の決定及びこれに付した条

件に従わなかったとき。 

２ 前項の規定により、助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、区長

は、同項の助成の決定を受けた者に対し、別記第９号様式の登録取消決定通

知書又は別記第１０号様式の助成変更・取消決定通知書により通知する。 

（返還命令等） 

第１５条 前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、区長は、期限

を定めて、その返還を命じなければならない。 

２ 区長は、前項の返還を命じたときは、前条第１項の助成の決定を受けた者



に対し、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は、その納付した額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で

計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなければな

らない。 

３ 第１項の返還を命じた場合において、前条第１項の助成の決定を受けた者

が期限までに、当該返還金を納付しなかったときは、区長は期限の翌日から

起算し納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなけれ

ばならない。 

４ 前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、区長

は、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（電子申請） 

第１６条 この要綱に規定する様式の提出又は届出は、区長の指定する電子申

請サービスを通じて、申請フォームに必要事項を入力し、又は必要書類を添 

付して送信することにより、当該様式の提出又は届出に代えることができる。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項

は、東京都板橋区補助金等交付規則（昭和４２年板橋区規則第３号）の定め

るところによる。 

 

   付 則（平成３１年３月２６日付３０板子政第９２８号区長決定） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前におい

ても行うことができる。 

   付 則（令和３年３月４日付２板子政第６２５号区長決定） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱

の規定は、この要綱の施行の日以後の助成金の交付手続について適用し、同

日前に係る助成金の交付手続については、なお従前の例による。 

   付 則（令和４年３月１１日付３板子政第７４２号区長決定） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則（令和５年３月１７日付４板子政第５５６号区長決定） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号、次

項及び付則第３項の規定については、令和５年３月１日から施行する。 

２ 第３条第１号の支援を受ける者については、令和５年３月１日から改正後

の要綱の規定を適用する。 

３ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前におい

ても行うことができる。 

４ 改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

る者については、改正後の第３条第２号から第４号までの支援の対象とす

る。ただし、第１号に掲げる者に対する第３条第２号及び第３号の支援の助



成期間は、最大助成期間である６年間から第１号に掲げる家賃等助成を受け

た期間を差し引いた期間とする。 

(1)  改正前の板橋区児童養護施設卒園者に係る家賃等助成要綱による助成

を受けていた者で、継続して助成を受けようとするもの 

(2)  令和４年４月１日から令和５年２月２８日までの間に、板橋区内の児

童養護施設等を退所した者であり、かつ、令和５年４月１日時点で大学

等（次のいずれかに該当するものをいう。）に在学する者 

ア 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する大学(同法

第８４条に規定する通信による教育及び同法第９７条に規定する大

学院を除く。)及び高等専門学校並びに同法第１２４条に規定する専

修学校(同法第１２５条第１項に規定する専門課程に限る。) 

イ 学校教育法第１３４条第１項に規定する各種学校のうち、同法第１

条に規定する高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは同条に規

定する中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認

められた者に対して学校教育に類する教育を行うものであって、区長

が適当と認めるもの 

   付 則（令和５年３月３１日付４板子政第５５６号の２区長決定） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号、次

項及び付則第３項の規定については、令和５年３月１日から施行する。 

２ 第３条第１号の支援を受ける者については、令和５年３月１日から改正後

の要綱の規定を適用する。 

   付 則(令和５年８月１０日付５板子政第１８２号区長決定） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号、次

項及び付則第３項の規定については、令和５年３月１日から施行する。 

２ 第３条第１号の支援を受ける者については、令和５年３月１日から改正後

の要綱の規定を適用する。 

   付 則(令和５年１２月２７日付５板子政第３９６号区長決定） 

１ この要綱は、令和６年１月４日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前におい

ても行うことができる。 

   付 則(令和７年３月３１日付６板子政第５１３号区長決定） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記 第１号様式（第５条関係）（表） 

社会的養護経験者支援登録申請書（支援１年目用） 

年   月   日 

（宛先）板橋区長 

板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に基づく支援を受けること

を希望するため、下記の通り登録申請します。 

フ リ ガ ナ  

支 援 対 象 者  

生 年 月 日 西暦      年    月    日      （満    歳） 

住 所 

〒    －      

 

連 絡 先 電話  メールアドレス  

措 置 解 除 日
（ 予 定 日 ） 

        年    月    日 

出身施設等の 

名 称 
 

施 設 長 名 

又は里親氏名 
 

就業（アルバイ

ト）先又は就学

先 

名 称 （ 会 社 名 ・ 学 校 名 ）  

所 在 地  

採 用 （ 就 学 ） 年 月 日  

仕事内容（学校の種類・学科等）  

修業年限（就学の場合のみ記入）  年間 

 

１～３の希望する支援に○を付け、必要事項を記入してください。 

（２の項目については、⑴もしくは⑵のどちらかに○を付けてください） 

 １ 支度金（一時金）（上限 20 万円） 

 

 ２⑴ 本要綱で規定する家賃等補助以外の居住費支援を受けている（受ける予定） 

 ２⑵ 本要綱で規定する家賃等補助（1/2 補助）（月額上限３万円） 

申
請
額 

家 賃 等 の 額 円／月 

Ⓐ 家賃等月額×1/2×当年度の家賃等支払月数＝         円 ⒶⒷの小さい方の額 

Ⓑ ３万円×当年度の家賃等支払月数＝             円 円 

 

 ３ 医療費補助（年間上限２万４千円） 

 



（添付書類） 
１ 口座振替依頼書 

第１号様式（第５条関係）（裏） 

 

個人情報取り扱い同意欄（お読みいただき、チェックしてください） 

☐ 私は、個人情報の取扱いについて、別紙同意書のとおり同意します。 

 

施設等への協力依頼同意欄（お読みいただき、チェックしてください） 

☐ 
 私は、｢板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱｣ 

第１条の目的達成や第１１条の報告等に必要な範囲で、板橋区が措置元

の児童相談所や出身児童養護施設、その他関係機関に対し、協力を求め

ることに同意します。 

 

推薦理由欄（施設長もしくは里親の方が記載してください） 

  

 

自立へ向けて一言（支援対象者本人が記載してください） 

  

 



 

 

第２号様式（第５条関係）（表） 

社会的養護経験者支援継続申請書（支援２年目以降用） 

年   月   日 

（宛先）板橋区長 

板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に基づく支援の継続を希望

するため、下記の通り申請します。 

フ リ ガ ナ  

支 援 対 象 者  

住 所 

〒    － 

 

連 絡 先 電話  メールアドレス   

支援を受けている年数  年目 

就業（アル

バイト）先

又は就学先 

名 称 （ 会 社 名 ・ 学 校 名 ）  

所 在 地  

採 用 （ 就 学 ） 年 月 日  

仕事内容（学校の種類・学科等） 

 

就 職 ・ 就 学 年 数   年 

 
 

１～３の希望する支援に○を付け、必要事項を記入してください。 

（２の項目については、⑴もしくは⑵のどちらかに〇を付けてください） 

 １ 支度金（一時金）（上限 20 万円） 

 

 ２⑴ 本要綱で規定する家賃等補助以外の居住費支援を受けている（受ける予定） 

 ２⑵ 本要綱で規定する家賃等補助（1/2 補助）（月額上限３万円） 

申
請
額 

家 賃 等 の 額 円／月 

Ⓐ 家賃等月額×1/2×当年度の家賃等支払月数＝         円 ⒶⒷの小さい方の額 

Ⓑ ３万円×当年度の家賃等支払月数＝             円 円 

 

 ３ 医療費補助（年間上限２万４千円） 

 
 
 
 
 



 
 
 

第２号様式（第５条関係）（裏） 
 

個人情報取り扱い同意欄（お読みいただき、チェックしてください） 

☐  私は、個人情報の取扱いについて、別紙同意書のとおり同意します 

 

施設等への協力依頼同意欄（お読みいただき、チェックしてください） 

☐ 
 私は、｢板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱｣ 

第１条の目的達成や第１１条の報告等に必要な範囲で、板橋区が措置元

の児童相談所や出身児童養護施設、その他関係機関に対し、協力を求め

ることに同意します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

       様 

板橋区長          

登録（継続） 決定・却下 通知書 

年   月   日付けで行われた社会的養護経験者支援の登録・継続申請に対し、 

決定・却下 したため通知します。 

登録内容に変更が生じた場合は、「異動届」により速やかに届出を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

支度金請求書 

年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

請求者 住所 

 

氏名 

 

板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に基づく助成金と 

して、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

請求金額   金                   円 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

家賃等助成金請求書 

 年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

請求者 住所 

 

氏名 

 

板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に基づく助成金と 

して、下記のとおり請求します。 

 

記 

請求金額   金                   円 

                

 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

  

（添付書類） 

 １ 家賃等の支払い義務を証する書類（賃貸借契約書の写しなど） 

 



第６号様式（第８条関係） 

医療費助成金請求書 

 年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

請求者 住所 

 

氏名 

 

板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に基づく助成金と 

して、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

請求金額   金                   円 

                

（内訳） 

診療年月日 自己負担額  

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

   年    月    日 
 

円 

（添付書類） 

 １ 医療費の支払いを証する書類（領収書の写しなど） 

 



第７号様式（第９条関係） 

年  月  日 

       様 

板橋区長          

助成支援決定・却下通知書 

    年   月   日付けで行われた社会的養護経験者支援の請求に対し、次のとおり

決定します。 

助成の可否  助成 ・ 一部助成 ・ 不助成 

 １．支度金（一時金）（上限 20 万円） 

 助成決定額 円 

 ２．家賃等補助（1/2 補助）（月額上限３万円） 

 助成決定額 円 

 ３．医療費補助（年間上限２万４千円） 

 助成決定額 円 

助成期間    年   月   日 ～    年   月   日 

助成条件 

１ この助成金は、一人暮らし等の自立、就職、就学等の準備、及び
家賃等、医療費等に充てる費用として活用してください。 

２ 社会的自立に向けて、出身施設その他関係機関の支援等を受け、 

「社会的養護経験者応援プロジェクト相談支援事業」を活用しなが 

ら、生活の安定に努めてください。 

３ この助成金は、板橋区の予算上の措置に基づき交付されます。上
記助成期間中の助成の継続を保障するものではなく、また、毎年
度、申請が必要になります。 

４ 住所､連絡先、家賃等の内容その他申請内容に変更が生じた場合
は､届出が必要となります。 

５ 上記４の届出を受けたとき、又は区が届出該当事由を知ったとき
は、決定を変更又は取り消すことがあります。また、あなたの責め
に帰すべき事由がある場合には、その事由が生じる時より前に遡っ
て取り消すことがあります。 

６ 交付を受けた支度金又は決定に係る期間の家賃等を支払い終えた
とき、又は上記５により決定が取り消されたときには、報告書の提
出が必要となります。過払いが生じている場合は、清算書の提出と
返納が必要となります。 

７ 支度金、家賃の支払状況について、報告を求めるほか、必要に応
じ、その他の状況について、報告を求めることがあります。また、
この書面に記載された事項に従うよう求めることがあります。 

８ 上記１の目的達成に必要な範囲で、出身施設その他の関係機関に
対し、あなたの個人情報を提供し、又は関係機関からあなたの個人
情報の提供を受け、協力を求めることがあります。 

９ 不正の手段により助成を受けたとき､助成金を目的外に使用した
とき、上記７の求めに従わなかったときは､助成決定を取り消すこ
とがあります｡この場合､返還金に違約加算金及び延滞金（それぞれ
年 10.95%）が課されます｡ 

 



第８号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

板橋区長 

届出人 住所                

 

氏名                

 

異動届 

 

 下記のとおり、登録・申請内容又は届出内容に異動が生じましたので、お届

けします。 

 

記 

 

１ 異動年月日     年   月   日 

２ 異動事由 （１）申請・届出内容の変更(→３) 

(当てはまるものに○) （２）就業・修学継続不能（→４） 

３ 変更内容 

(当てはまるものに○) 
 氏名・住所・連絡先・家賃等・就業先・就学先 

 その他（                 ） 

 
変更前  

 
変更後  

４ 就業・修学を継続することができない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

※異動内容を確認できる書類(住民票、賃貸借契約書、内定通知書等の写し)を添付すること。 

 



第９号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日 

       様 

板橋区長          

登録取消決定通知書 

    年   月   日付けで行われた社会的養護経験者支援の登録について、取消した

ため通知します。 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１０条関係） 

 

年  月  日 

       様 

                 板橋区長 

 

助成 変更・取消 決定通知書 

 

    年   月   日付けで 助成決定・助成変更決定 をした助成金

について、下記の理由により、当該決定を 変更・取消 します。 

 

記 

１ 決定額  １．支度金 円 

  （参考）変更・取消前額 円 

  ２．家賃等補助 円 

  （参考）変更・取消前額 円 

  ３．医療費補助 円 

  （参考）変更・取消前額 円 

２ 理由  

 

 

３ 助成条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１０条関係） 

支度金清算書 

 年  月  日 

（宛先） 

 板橋区長 

清算者 住所 

氏名 

  年  月  日付けで決定し、交付を受けた助成金について、下記のとおり、

清算します。 

記 

 １ 交付済助成金額（Ａ） 円 

 ２ 正当助成金額（Ｂ） 円 

 ３ 清算額（Ａ－Ｂ） 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１０条関係） 

家賃等助成金清算書 

 年  月  日 

（宛先） 

 板橋区長 

清算者 住所 

氏名 

  年  月  日付けで決定し、交付を受けた助成金について、下記のとおり、

清算します。 

記 

 １ 交付済助成金額（Ａ） 円 

 ２ 正当助成金額（Ｂ） 円 

 ３ 清算額（Ａ－Ｂ） 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式（第１０条関係） 

医療費助成金清算書 

 年  月  日 

（宛先） 

 板橋区長 

清算者 住所 

氏名 

  年  月  日付けで決定し、交付を受けた助成金について、下記のとおり、

清算します。 

記 

 １ 交付済助成金額（Ａ） 円 

 ２ 正当助成金額（Ｂ） 円 

 ３ 清算額（Ａ－Ｂ） 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式（第１１条関係） 

支度金実績報告書 

年 月 日 

（宛先） 

 板橋区長 

    住所 

 

    氏名 

 

  年  月  日付けで決定を受けた支度金の助成について、下記のとおり

実績を報告します。 

記 

 

１ 助成内容  板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に         

基づく支度金の助成 

 

２ 支払実績等 

 ⑴支度金支払実績      

支払年月日 品目 支払額 支払年月日 品目 支払額 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

  年 月 日   円   年 月 日  円 

支払総額    円 

⑵ 交付済助成金額     円 

⑶ 正当助成金額     円 

⑷ 差引額 ⑵－⑶      円 

（添付書類） 

 １ 支度金の支払いを証する書類（領収書等の写しなど） 



第１５号様式（第１１条関係） 

 

家賃等助成実績報告書 

年 月 日 

（宛先） 

 板橋区長 

    住所 

 

    氏名 

 

  年  月  日付けで決定を受けた家賃等の助成について、下記のとおり

実績を報告します。 

記 

 

１ 助成内容  板橋区社会的養護経験者（ケアリーバー）支援事業実施要綱に 

基づく家賃等の助成 

 

２ 支払実績等 

 ⑴家賃等支払実績   

家賃の対象となる月 支払年月日 支払額 家賃の対象となる月 支払年月日 支払額 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

  年  月分   年  月  日 円   年  月分   年  月  日 円 

支払総額  円 

⑵ 交付済助成金額   円 

⑶ 正当助成金額   円 

⑷ 差引額 ⑵－⑶    円 

（添付書類） 

 １ 家賃等の支払いを証する書類（領収書の写しなど） 

 

 

 

 



第１６号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

 

       様 

 

                 板橋区長 

 

支度金助成額確定通知書 

 

    年   月   日付け支度金助成実績報告書により実績報告を受け

た助成金については、下記のとおり、助成すべき金額を確定する。 

 

記 

 

 確定助成金額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１７号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

 

       様 

 

                 板橋区長 

 

家賃等助成額確定通知書 

 

    年   月   日付け家賃等助成実績報告書により実績報告を受け

た助成金については、下記のとおり、助成すべき金額を確定する。 

 

記 

 

 確定助成金額                 円 

 

 


